
「地方創生」よかまち創生プロジェクト 

 

久しぶりに に帰ってこんね！ 

 

 

 

 

 

 

補助対象となる同窓会  

① 町内の同じ小学校又は中学校の卒業生で、学級、学年、学校及び部活動 

の単位(複数の学級で行うものも含む。)で開催されること 

② 町内の校区センター、公民館、飲食店等において開催されること 

③ 10 人以上の出席者で開催されそのうち３割以上が町外に住所を有する 

ものであること 

補助金額 

出席人数×1,500 円を補助します。但し、最大 3 万円までとします。 

補助対象経費 

同窓会の開催案内文書の作成や送付に必要な印刷製本費及び通信費 

同窓会の飲食代及び交通費 

  

ふるさと大刀洗 開催支援事業 

 大刀洗町では、町を離れた方が戻ってくるきっかけをつくるために、町内で

開催される町外在住者を含む同窓会費用の一部を助成します。 

ぜひ、この機会に懐かしい旧友と集まりませんか？ 



【お問合せ・お申込み先】 

 大刀洗町役場地域振興課 自治振興係 

TEL：0942-77-0173（直通） FAX：0942-77-3063  

E メール chiikidukuri01@town.tachiarai.fukuoka.jp 

ホームページ http://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/page/page_01144.html                

※申請書等の様式は HP からダウンロードしてください。 

 

１.補助金交付申請 

 同窓会代表者は、同窓会開催日の 7 日前までに、大刀洗町長（地域振興課自治

振興係）に申請書を提出してください。 

 【添付書類】 

 □ 出席予定者名簿 

□ 収支予算書 

 

２.補助金交付決定 

 申請内容を審査した後に、補助金交付決定通知書を同窓会代表者に送付します。 

 

３.実績報告及び補助金の申請 

 同窓会代表者は、同窓会を開催した日から起算して 30 日以内にふるさと大刀

洗同窓会開催支援事業補助金実績報告書兼請求書を提出してください。 

 【添付書類】 

  □ 出席者名簿（氏名及び住所が記載されているもの。） 

  □ 収支決算書 

  □ 領収書及び請求明細書の写し 

  □ 出席者全員が分かる集合写真（データ可） 

  

４.補助金の確定・振込 

 実績内容を審査した後に、補助金の確定通知書を同窓会等代表者に送付します。 

 併せて、交付請求書の受理後、１ヵ月を目処に補助金を振り込みます。 

 

 

補助申請の手続き 


